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A案
全て削除し 妊手術は、 他人ゃ胎

児を害するものでは
ないから、

由と医学の判断にま
かせて法律では立ち
入らないこととする

思想・宗教・倫理上の様
々な考ぇ方がぁることに
対しては、 個々人の判断
に委ねるとし、 議論に立
ち入らないょうにできる

自由化論者からは支持さ

の人間の生殖機能に人為で手
を加ぇることは不適切とする
議論丶 @自由化すると出生率
の低下を促進するのではない
かとする議論丶 @自由化する
と性風俗が乱れるのではなぃ
かとする議論が生じうる。

B案繍
本人と配偶

規制は残す

Aと同様な考ぇ方に
本人と配

偶者の同意は法律上
明確に担保し、 また
不適切な術式は規

制して本人を保護す
る

手続的な規制は残す中問
的な改正案。
Aと同様のメ
概ね維持される。

なお丶 障害者に対して介
護上の都合から、 生理を
止めるための子宮摘出手
術が行ゎれてぃる、 とい

う批判に対しても丶 引き

続きこれを連法とできる

何らかの規制は残されるもの
現行ょりも広くなるため

Aと同様の議論は生じぅる

Cfi
場合の要件
の規制とし

を残す

今回の改正は優生思
想の規定を削除する
ことであるから、
の部分を削除する改
正にとどめる

優生思想の規定を削る以
外は丶 考ぇ方の変更をし
ないということで説明が
ー貫する

現行よりも狭くなるため、
由化論者からは、 そもそも規
制してぃることに批判が生じ

胎児の生命尊重の観点がぁる
中絶規制と異なり、 規制理由
の説明が難しい。
現行でもー号・ 2号は年間数
十件は行われており、
理由にょるものを法的に封じ
て良ぃものがどうか。
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